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＜今年度会費の納入願い＞ 

 年度末が近づいていますが1月末現在で今年度会費未納者が23名（会員の10 %）お

られます．このままでは今年度決算が赤字に転落する可能性が多分にあります．未納者

には振込用紙を同封していますので，早急に納入していただくようお願い申し上げま

す． 

（支部財政担当幹事・鈴木） 
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日 時 ：2020年1月12日（日） 

14時～17時 

場 所 ：国労会館 

参加者 ：9名 

報 告 ：中村郁夫 氏 

脱原発・脱炭素社会「太陽エネルギーの効率

的利用」（中小規模太陽熱・電利用＆洋上太陽

熱発電） 

 

 地球は太陽から 177 兆 KW ものエネルギ

ーを供給されている． 

地表で熱となる 47％，海中に蓄積 23％，運

動エネルギー（風，波，海流など）0.02％，

光合成 0.02％，宇宙への反射約 30％．気候

変動・地球温暖化，環境・エネルギー問題を

考える上で大きな指標となる． 

これは中ないし低緯度地の地表において，正

午1ｍ2当たり1KWのエネルギーに相当する． 

この太陽のエネルギーは再び宇宙空間に，赤

外線という形で放出されている． 

 ところが人類は，これまで地球が蓄えてき

た石油や石炭を燃やし，炭酸ガスとして空中

に放出してきた結果，太陽エネルギーの吸収

量より放出量が少なくなって，地球温暖化を

起こしてしまったのである． 

 地球温暖化を防止するためには，化石燃料

の使用をやめ太陽光熱など，自然由来のエネ

ルギーに転換しなければならない． 

 太陽熱の利用は，2015年調べで風力発電に

次いで大きく，3 位は太陽光発電となってい

る． 

世界の流れは太陽熱利用に向かっているが，

日本は立ち遅れており 2014 年調べで中国の

100分の1に低迷している． 

熱エネルギー問題の技術的側面として伝熱工

学と熱力学（熱伝導，ボイル・シャルルの法

則，カルノーサイクル・逆カルノーサイクル，

ランキンサイクルなど）が重用． 

太陽熱集熱器に真空管ヒートパイプを用いる

と，平板式に比べ高い効率が得られる． 

 蓄熱材に水を用いる方法や，砕石など熱容

量の大きい固体を詰めた空気式の方法がある． 

Ｙ型ゼオライトのような高性能蓄熱材を用い

ることもある． 

また熱蓄熱といって芒硝（硫酸ナトリウム）

などに蓄熱させて液体とし，固化する際の放

熱を利用する方法もある． 

 勿論，蓄電池や揚水発電も古くから，エネ

ルギーの蓄積方法として利用されてきた． 

特にリチウムイオン電池は，固体化の研究が

進められている． 

高効率太陽熱集熱器・蓄熱槽・ヒートポンプ・

バイナリー発電・太陽電池等によるシステム

化によってどの地域でも中小規模地域分散型

エネルギーシステムの構築が可能． 

赤道ベルトエリアに国際プロジェクトとして

洋上太陽熱発電の検討推進（世界の気候変動

による災害を無くし，対立から平和共存の世

界へ） 

 

討論 

★日本は洋上太陽熱発電が有望である 

★風力発電の騒音問題はノイズキャンセリン

グで解決できないか 

 

これからの日程 

月 日：3月 8日(日) 

テーマ：大阪市解体の「大阪都構想」につい 

関西技術者研究者懇談会 1月例会（1/12）報告 

 
                            山口進次・久志本俊弘 
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    て 

担 当：久志本俊弘 

注：2 月例会は会場が確保できなかったため

中止します． 

  3月例会の会場は国労会館地下会議室で 

  す． 

（文責：山口進次） 

 

 

 

標記例会が1月21日（火）15時より京都支部事務所で開かれた．参加者6名．1月号特集

は，女性研究者・技術者問題委員会がこの間とりくんできた調査の中間報告であり，同委員会

の今後の活動を考えるための資料として重要なので，委員会の問題提起を受けとめるため，笹

倉論文，調査チーム論文を主としつつ，特集論文すべてに目配し，取り上げた． 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

朴木佳緒留「〔まえがき〕非正規・不安定雇用

女性研究者の今―科学技術振興政策の中で」

（報告 清水民子） 

 本特集の調査が委員会の活動として，2018

年度に「調査チーム」を発足させたこと，他

団体の量的調査とは異なる「質的調査」によ

ることを述べている．本調査を行う理由とし

て，①文科省による女性研究者支援事業

（2006～）への疑問，②非正規職の女性研究

者が多いが実態が明らかでない，の2点を挙

げている．  

朴木佳緒留「ジェンダー平等を実現する支援

策とは？―女性研究者支援事業を手がかり

に」（報告 清水民子） 

 文科省による女性研究者支援事業は，女性

研究者の低比率（とくに理系）改善策として，

妊娠，出産，育児など「女性に特有」な諸事

象についての負担軽減を主とする支援事業と

しておこなわれ，一定の成果をあげた．しか

し，競争的補助金事業の性格から，女性研究

者の多くが所属する文系，小規模，無理解・

無関心な機関，非正規雇用の研究者には支援

が及ばず，女性研究者の「分断策」ともみな

された．「誰に対して，どんな支援が必要か？」

をあらためて考え直すための本号の特集・調

査報告である． 

笹倉万里子「非正規雇用女性研究者の問題」

（報告 清水民子） 

1 非正規雇用と女性―日本全体での非正規

労働者の増加 

総務省統計局「労働力調査」により，非正

規労働者の増加，その7割近くが女性である

ことが示されている． 

2 非正規雇用と研究者―大学の場合 

(1)大学教員における非正規雇用 

 文部科学省「学校基本調査」2018によれば

大学における本務教員数18万7000人に対し

兼務教員数19万5000人（国公私立全体）．

国公立大学の法人化以降，兼務教員増加． 

(2)国立大学の財政事情と非正規雇用教員・研

究者の増加の関係 

 基盤的運営交付金の減少，プロジェクトに

よる雇用などが非正規化の要因である． 

3 女性と研究者―大学教員における女性比

率 

 国大協による追跡調査の 2019 年度版によ

れば，2018年度，国立大学常勤教員中の女性

比率は16.7％（全正規労働者中の女性比率は

『日本の科学者』読書会1月例会（1/21）の報告 

1月号特集：非正規・不安定雇用女性研究者の今 
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32.7％)．非常勤講師の女性比率は24.1％だが

本務をもたない非常勤講師の女性比率は

40％．任期付き教員の比率は26.3％だが女性

は34.9％と高い． 

4 政策との関係 

(1)「同一労働同一賃金」の影響 

(2)無期転換権 

(3)国立大学法人運営費交付金における新し

い評価・資源配分の仕組みと「若手教員比率」 

2019 年度より導入された指標の一つで 40

歳未満の教員比率であるが，若手を任期付き

で採用し，若手でなくなれば雇い止めにする

などが予想され，注意が必要である． 

おわりに 

 「非正規で働く理由」は一般労働者の第 1

位は「自分の都合のよい時間に働きたい」で

あるが，不安定雇用の女性研究者の場合「正

規の仕事がないから」が第1位である． 

JSA女性研究者・技術者調査チーム「不安定

雇用の女性研究者の実情―不安定雇用の立場

の女性研究者に関する質的調査の中間報告」

(報告 福島知子) 

 文部科学省は 2006 年度より「女性研究者

支援事業」を開始．理系を中心とした女性研

究者の採用・登用を進めている．財源は競争

的資金によって実施されているため，対象は

大規模大学・有力大学に偏っている．国立大

学協会教育・研究委員会男女共同参画小委員

会は，継続的にアンケート調査を実施してお

り，各大学での女性比率や意思決定機関への

女性割合の増加などの成果が上がっていると

している．しかし調査は国立大学の正規職に

就く研究者に限定されている．女性研究者の

多くを占めている私立大学の在籍者の実態把

握はできていない．そこで，JSA 女性研究

者・技術者委員会は，不安定雇用状態にある

女性研究者を対象に質的調査を実施．本論文

はその中間報告である． 

不安定雇用の立場にある女性研究者 21 人

にインタビュー．16 人を集計．調査内容は，

①雇用形式 ②ライフヒストリー③賃金水準

が生活に充分な額か④非正規職の研究環境⑤

非正規職のメリット・デメリット ⑥不利を克

服するための工夫 ⑦ワークライフバランス

や子育ての権利保障⑧文科省女性研究者支援

事業による効果⑨将来の生活設計⑩その他と

されていた． 

「正規職」になりたいと思っているが，不

安定雇用になったのは希望したからではなく

就職先がそれしかなかった．同じ常勤雇用で

ありながら非正規と正規では研究環境に大き

な格差がある．研究者としてのキャリア形成

への大きな障害となっている．このことは男

女を問わず現代の大学の課題であるとまとめ

られている． 

質的調査を重視したとのこと．聞き取りさ

れた内容は，要領よく集計されている．紙幅

にもよるとは思うが，事例として報告するこ

とで不安定雇用状態にある女性研究者の生活

実態がより鮮明になると思う. 

レイフィールド典子「非正規女性教員・女性

研究者の労働と研究環境―沖縄県のアンケー

ト調査から」（報告 清水民子） 

（要約）沖縄県内4大学の女性非常勤講師・

任期付き女性教員・研究員にアンケート調査

を実施，56人から回答を得た．その結果，(1)

教育上の課題として教職にある 49 名につい

て分析，「準備等，授業外に時間をとられる」

「研修機会がえられない」｢作業スペースがな

い｣などの悩みと「教材費（関連図書経費，文

具）」支給などの要望があった．(2)研究上の

課題としては「短期契約で雇用が不安定」「支
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援が少ない」「交流が少ない」，理系では「短

期間で成果を求められるプレッシャー」など

が寄せられた．(3)雇用・労働の課題について

は「雇用不安定」「ワークライフバランスの困

難」「給与等の条件」「産休・育休がない」「休

暇後の復職の不安」などの訴えと「年齢制限

（70歳定年）撤廃」の要望があった．以上か

ら「非正規女性教員・女性研究者への支援を」

として「産後の職場復帰支援」「保育環境充実」

「研究者間交流の促進」「学会等で実施できる

とりくみ」「無期転換の理念の確実な実践」な

どが必要とまとめている． 

廣森直子「非正規専門職女性の困難―図書館

司書と研究者」（報告 清水民子） 

 先行研究として専門職でありながら近年非

正規化が進んでいる「図書館司書」について

分析をおこなっている著者は，対比しつつ非

正規職女性研究者の問題の調査研究をおこな

った．国公私立大学の有期雇用の経験者 10

人の資料から，(1)「キャリアをつなぐ」ため

の不本意就労，(2)「メンバーシップをもらえ

ない」感覚，(3)職場での関係づくりの難しさ

と孤立，(4)「サイレント」にさせられる構造，

(5)「中途半端な地位」ゆえの承認欲求，(6)

怒ることの「しんどさ」と状況への適応，(7)

女性的コミュニケーションのジレンマ，(8)

ライフイベント選択の課題などを論じ，まず

は「要求表明できる環境を整える必要がある」

と提起している． 

討論・感想（報告 清水民子） 

 今回の調査の実施に関しては，たとえば京

都支部の場合は全国委員会とのつながりが不

十分で，調査には関与できなかった．調査チ

ームがパイロット調査として小規模の範囲で

おこなったのであれば，今後，全国の支部で

の調査活動に広げていくばあい方法・調査内

容の検討が必要と思われる． 

 日本科学者会議が開催してきた「女性研究

者・技術者問題シンポジウム」には，かつて

「在野研究者」（＝ポストをもたない）の分科

会を設けたこともある．京都婦人研究者連絡

会議（婦研連）では「非常勤講師」の求人情

報を伝えあう活動をしたこともある． 

 不安定雇用研究者の最大の悩みが「孤立」

であるとすれば，交流の「広場」を提供でき

るのが科学者会議のひとつの役割かもしれな

い． 

 

 

 

 

さる1月25日（土），京大楽友会館を会場

に上記のようなタイトルの講演会を開催した．

参加者は17名であった． 

＜講演内容＞ 

１．京都の断層環境 

京都市は主要な断層ごとの災害予測マッ

プを発行しているが，阪神淡路大震災や2018

大阪北部地震における京都市の被害状況には，

地盤の状況を反映して独自性が見られた． 

近年日本の活断層の研究においては，伊豆

小笠原弧の衝突とともに，オホーツカク，九

州，沖縄における島弧の斜め衝突が注目され

ている．その結果としての東西圧縮が活断層

で取り囲まれた近畿三角地帯にも影響を与え

ている．特に京都盆地周辺の地下に伏在する

花崗岩体が東西圧縮に対する抵抗体として作

第35回自然科学懇談会（1/25）報告 

「京都の断層環境及び天ヶ瀬ダム・宇治川堤防の危険性」 
話題提供・紺谷吉弘氏 
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用し，断層運動に影響を与えている．花折れ

断層の右ずれ，山科盆地両側のサシミ状断層

運動などはその好例である．このような東西

圧縮の産物としての視点で近畿三角地帯を見

直す必要がある． 

２．天ヶ瀬ダムと宇治川堤防の危険性 

 ダムの直下には幅6 mの破砕帯を持つ東西

性断層があり，重力性ダムとしてはこの動き

に耐えられないであろう．両岸のダム地盤に

関しても，左岸側は先端部がクリープしてお

り，右岸側では断層面が高角なので滑りやす

い構造になっている． 

 ダムの表面には多数の小亀裂が発生・進展

しており，台風時の放水による振動や放水路

工事のダイナマイトによる亀裂の進展が観測

されており，大阪北部地震でも開口性亀裂や

斜面崩壊が発生している． 

 一方，宇治川は秀吉による人工河川を元と

して，その後，破堤と修復を繰り返して現在

までほぼその姿を維持してきたが，天ヶ瀬ダ

ム建設 1963 で土砂が供給されなくなり，河

床低下が進行している．桂川・宇治川・木津

川の三川合流部の地下にはボーリングデータ

によると巨大な砂堆が存在し，これが水をせ

き止めて巨椋の池とその底に厚い粘土層を堆

積させたことが明らかになっている．宇治川

のデルタはその粘土層を覆っているが，河床

低下で粘土層まで浸食が進んでいて今後さら

に河床低下が進み災害に発展する可能性が高

い．宇治川断層沿いにも水の流路が形成され

つつあり，この地下に予定されている北陸新

幹線計画は大問題である． 

３．私たちにできること 

 どう対応すべきか？ それには過去の教訓

に学ぶことが重要．2000年の有珠山の奇跡や

最近の広島の土石流災害の教訓に学ぶべきで

あろう． 

＜討論・議論＞ 

・天ヶ瀬ダムは琵琶湖の湖水面調節用の治水

ダムであり，もっと貯めて大量に流せるよう

に巨大な放水路（直径26 mで日本一）を建

設中． 

・河床低下の影響の今後の見通し，水力発電

の意義の再検討，ダムの表面の亀裂と深部の

断層との関係，国交省の対応は無策で傍観す

るのみ，天ヶ瀬ダムは取り潰すべき，などと

活発に議論された．  （文責・鈴木博之） 

                       

 

 

 

 昨年12月27日，標記の会が発足しました．

この会の事務所は京都支部に置かれました．

会の目的は，福島原発事故の被災者に発生し

た甲状腺がんの原因が放射線被ばくであるこ

とを2巡目検査についての福島県立医大報告

(以下，医大報告)に基づいて明らかにするこ

とです．宗川が会の代表に就任しました．事

務局長は奥森祥陽氏（京都・市民放射能測定

所）が，会計監査には福島敦子氏（京都支部）

が就任しました． 

 1月31日，第2回委員会が開催され，福島

県「県民健康調査」検討委員会，「甲状腺検査

評価部会」，福島県立医科大学放射線医学県民

健康管理センターへの要請書の検討を行い，

完成した要請書を2月5日付でそれぞれに送

付しました．要請書のコピーを次ページに掲

げました． 

------------------------------------------ 

「原発事故による甲状腺被ばくの真相を明らかにする会」の報告 

宗川吉汪 
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要 請 書 

2017年11月30日開催の第8回福島県「県

民健康調査」検討委員会「甲状腺検査評価部

会」の席上，「甲状腺検査【本格検査(検査 2

回目)】結果概要<確定版>資料表11に対する

検査間隔による発見率の調整例」と題された

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セ

ンター作成の資料が配布されました．（以下，

「県立医大資料」と略）この資料は，第 29

回検討委員会（2017年 12月 25日）でも配

布されました． 

「県立医大資料」では，福島県の地域を避

難区域等 13 市町村，中通り（福島中央部），

浜通り（太平洋岸で避難区域の上下），会津地

方（内陸部）の4地域に分け，それぞれの小

児甲状腺がんの発見率が示されています．福

島県放射能測定マップによれば，事故当時の

大気の放射能は，避難区域が最も高く，中通

り，浜通り，会津地方の順に低下しています． 

各地域の 10 万人あたりの甲状腺がんの発

見率は，避難区域：中通り：浜通り：会津地

方で，53.1 人：27.7 人：21.5 人：14.4 人，

でした．この結果を，先行検査から本格検査

までの各地域の検査間隔から調整して求めた

年間 10 万人あたりの発見率で表すと，21.4

人：13.4人：9.9人：7.7人，となりました．

「県立医大資料」の結果は，福島第一原発事

故後の福島県の小児甲状腺がんの発症には地

域差があり，しかも放射線量に相関するとい

うことを強く示唆するものです． 

上の発表から 1 年半も経過した 2019 年 6

月 3 日に開催された第 13 回「評価部会」に

おいて，本格検査（検査2回目）で発見され

た甲状腺がんと放射線被ばくの関連を否定す

る「部会まとめ」が発表されました．国連科

学委員会（UNSCEAR）の推計甲状腺吸収線

量を用いて，甲状腺がんの発見率と線量との

関係を調べたところ両者に関連がなかった，

という内容です．「部会まとめ」は同年7月8

日の第 35 回検討委員会に報告され，多数の

賛成で了承されましたが，委員の一部から，

先行検査の地域分けを踏襲すべき，本格検査

で明確な差があった4地域の比較について検

討せよ，などの意見が出されました． 

私たちは｢県立医大資料｣に示された結果

等の検討から，放射線量に相関して甲状腺が

んが発見されていることは明らかであると考

えます．（放射線量との相関についての詳細は

添付資料をご参照ください．）その上で，福島

県「県民健康調査」検討委員会，同「甲状腺

検査評価部会」ならびに福島県立医科大学放

射線医学県民健康管理センターに対して以下

のことを要請します． 

1. ｢県立医大資料｣から，放射線量に相関し

て甲状腺がんが発見されているにもかか

わらず，何故，貴委員会をはじめ「評価

部会」，県立医大がそのことを明確に主張

しないのか．その理由を明らかにしてい

ただきたい． 

2. 被ばくにより発症した甲状腺がん患者の

救済は急務であり，健康調査・検査の充

実と拡大，医療費等の援助など，被害者

救済において検討委員会の指導性と協力

が必須である．この点に関する貴委員会

の見解をお示し願いたい． 

 

以上，2020 年 2 月末日までに回答するよ

う要請します． 

2020年2月5日 

原発事故による甲状腺被ばくの真相を

明らかにする会 

--------------------------------------------- 
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広島高裁の野々上友之裁判長他2名の裁判

官は2017年12月13日，阿蘇火山で巨大噴

火が起きた場合，その火砕流が到達する危険

性があるとして，伊方原発 3 号機の運転を

2018年9月30日まで差止める仮処分を決定

しました（以後，野々上決定という．）．しか

し2018年9月25日，同じ広島高裁の裁判官

三木昌之（裁判長）他2名の裁判官は，四国

電力の即時抗告審でこの決定を取り消したの

で，同機は再稼働されましたが，現在は定期

点検により運転を停止しています． 

 今回の広島高裁での運転差止めの仮処分決

定は，山口地裁岩国支部が原告らの運転差止

仮処分申立てを却下した（原審）ので，これ

に対する即時抗告審が原審を取り消し，同時

に提訴された本訴の第一審判決が言い渡され

るまでは伊方原発3号機を運転してはならな

いとしました．抗告審を担当した裁判官森 

一岳（裁判長），鈴木雄輔および沖本尚紀の三

氏は，四国電力の安全対策を審査した原子力

規制委員会の審査に不合理があるとして再び

運転差止めの仮処分を決定しました（以後，

森決定という．）．同じ原発の安全性評価につ

いて裁判官によって違いが生じるのは何故

か？これまでも大飯原発 3，4 号機および高

浜原発 3，4 号機について同じことが起きて

います．大飯・高浜両原発の裁判について，

裁判官の記した判決・決定文を詳細に検討し

てみると，その理由は，電力会社の安全対策

や原子力規制委員会の安全審査について，裁

判官が福島第一原発のような事故を二度と起

こしてはならないとの観点から，また憲法の

定める職権行使の規範に則り，安全対策や安

全性審査を検証するかどうかにかかっている

ことが判りました 1）． 

裁判官の職権行使の規範を定めた憲法第

76条第3項には「すべて裁判官は，その良心

に従ひ独立して職権を行ひ，この憲法及び法

律にのみ拘束される．」と記されています．「良

心に従い独立して」の「良心」とは，広辞苑

（岩波書店，第 8 版）によれば，「何が善で

あり悪であるかを知らせ，善をすすめ悪をし

りぞける個人の道徳意識．」とあります．また

「独立して」とは，当然他の権力からの独立

と解すべきです．裁判官は審理にあたり，自

身の道徳意識に従って事件における善と悪を

見極め，行政からも独立して，判決を下さな

ければならないと憲法は定めているのです．

その意味で森決定は，一部分でも安全対策と

その審査に不合理があると指摘したことによ

り，憲法順守の立場を明快に示したと言える

でしょう． 

 今回の森決定について山口裁判弁護団は 4

項目にわたる声明を出しています 2）が，その

中にこれまでにない表現が見られます．声明

の最初に担当裁判官3名の氏名を記し，項目

3に「上記 3名の裁判官は，双方の主張に真

摯に向き合い，疑問点を当事者にぶつけ，証

拠を丹念に検討して事実を認定し，法律に基

づき，伊方原発3号機の危険性を認めた．行

政から独立した司法の役割を見事に果たして

くださった3名の裁判官に改めて敬意を表し

たい． 

今後四国電力が申し立てる異議審を担当

する裁判官らも，上記3名の裁判官らが見事

に果たしてくださったように，決して行政の

寄稿：運転を再び差止められた伊方原発3号機 

富田道男 
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後を追って従うのではなく，独立した司法と

しての役割を果たしていただくよう切に願

う．」と記されています．具体的に裁判官の氏

名を挙げ「3 名の裁判官に改めて敬意を表し

たい．」というように，弁護団が裁判官に対し

て敬意を表明するのは珍しいように思います．

前回（2017年12月）の野々上決定の際に広

島裁判弁護団の出した弁護団声明の第2項目

の前半を原文のまま記すと「 高等裁判所とし

て現実に原発の運転禁止を命ずるのは，史上

初であり，また，被爆地ヒロシマの裁判所に

おいてこれ以上放射線による苦しむ人々を増

やさない決定がなされた意義はひとまず大き

い．」と決定についてその「意義はひとまず大

きい」とは認めますが，裁判官に「敬意を払

う」表現はありませんでした． 

司法判断に市民の関心と批判が求められ

るとの弁護士井戸謙一氏の主張（『日本の科学

者』2020年1月号の「ひろば」47頁）に応

えるには，多くの住民の安全にかかわる原発

裁判の場合には特に，「司法ムラの方言書式」

で記された判決・決定における当不当の問題

点を原告ではない一般市民にも解かりやすく

「標準語」で示し広めるという事が欠かせま

せん．これは当該弁護団の仕事であり，市民

の関心と批判を期待する以上，市民への広報

の責任は重くかつその効果は大きいと思いま

す．また，判決・決定を下すのは事件を担当

した裁判官であり，司法判断に市民の関心と

批判を求めるためには個々の事案に関する判

断の当不当について，裁判官が職権行使規範

に則り判断したかどうかについても検証して，

裁判官に対する批判も市民に解かり易く示し

て広報することも当該弁護団の責務ではない

でしょうか．判決・決定直後に弁護団が出す

A4 版 2 頁ほどの弁護団声明だけで済まして

はならないと思います． 

 

参考資料； 

1）“市民の目から見た福島後の原発民事裁

判”富田道男著，ウィンかもがわ出版（2019） 

2）伊方原発運転差止山口裁判弁護団のホー

ム頁より 

 （ア）弁護団声明 

https://saiban.hiroshima-net.org/yama

guchi/pdf/20200117_bengodan.pdf 

（イ） 決定文入手先 

https://saiban.hiroshima-net.org/yama

guchi/pdf/20200117_kettei.pdf 

 

 

 

 

1. 2月読書会 

日時：2月20日（木）15:00〜17:30 

場所：京都支部事務局 

『日本の科学者』2月号「公共圏における多声性」 

佐々木論文（大倉）／陸奥論文（清水）／山本論文（鈴木） 

2. 第10回JSA京都支部幹事会 

日時：2月20日（木）18:00〜20:00 

2～3月の支部関連行事の案内 
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場所：JSA京都支部事務局 

3. バイバイ原発きょうとプレ企画 

雨宮処凛さん対談講演会 

日時：2月29日（土）14：00～ 

場所：こころホール（池坊短期大学B1F） 

テーマ：生きづらい世の中を生きる―原発，貧困，女子，そして――― 

4. 第36回自然科学懇談会 

日時：2月29日（土）13：30～15：30 

場所：京大楽友会館 1階会議室 

講師：村田隆紀さん（日本物理学会会長・京都教育大元学長・光物性） 

テーマ：宇宙時代に生きる 

5. 第10回JSA京都支部ワーキング会議 

日時：3月6日（金）13：30〜14：30 

場所：JSA京都支部事務局 

6. バイバイ原発きょうと 

日時：3月7日（土）13：30〜 

場所：円山公園野外音楽堂 

講演：武藤類子さん（福島原発告訴団団長） 

「福島原発事故の責任は東京電力旧経営陣にある」 

 デモ：15：00出発  市役所前まで 

7. 2019年度日本科学者会議近畿地区シンポジウム「大学自治の危機と，その克服に向けて」 

主催：日本科学者会議近畿地区会議 

日時：3月29日（日）10:00～12:00 

会場：京都大学法経七番教室 

   10:00〜10:05 開催趣旨説明 左近拓男（日本科学者会議近畿地区幹事） 

    10:05〜11:00 講演：中嶋哲彦（名古屋大学） 

「学問の統制・動員と大学自治の現状」  

11:00～11:20 講演：多羅尾光徳（東京農工大学） 

「軍学共同の現状と，反対運動に関わって見えてきた課題」 

11:20～12:00 総合討論 

8. シンポジウム「これからの大学入試のあり方を考える」 

主催：大学入試改革おかしんちゃう親の会，京都教職員組合，日本科学者会議京都支部など 

日時：2020年3月29日（日）13:00〜16:30 

会場：京都大学法経七番教室 

   13:00〜13:10 実行委員会代表あいさつ 

    13:10〜14:20 講演：羽藤由美（京都工芸繊維大学） 
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14:40～16:20 シンポジウム 

コーディネーター：植田健男（花園大学） 

パネリスト：高校生，高校生の保護者，高校教師 

◆ ◆ ◆ 支部幹事会・ワーキング会議だより ◆ ◆ ◆ 

第9回支部幹事会（1月21日）と第9回ワーキング会議（2月7日）の報告です． 

1. 会員の現況（2月7日現在） 

 一般会員215，特別会費会員3，家族割り特別会費会員3， 

若手会員7，若手特別会費会員11，合計238 

読者3 

2．会費納入状況（1月24日現在） 

今年度未納者：一般 17/215，特別会員 0/3，家族割 0/3，若手 3/6，若手特別 3/11 

18年度未納者：一般8名，若手特別3名 

17年度未納者：一般4名，若手特別1名 

3．会計報告（1月） 

2019年度累計               2019年度1月決算 

 収入累計   2,868,474円          1月収入合計  83,628円 

 支出累計  2,855,901円          1月支出合計  304,815円 

 収支累計   12,573円          1月分収支  -221,187円 

 前年度繰越  419,566円          前月繰越金  653,326円 

 1月末残高  432,139円           1月末残高  432,139円 

5. 12月〜1月の支部関連行事（支部ニュース1月号発行〜2月号発行）  

1月14日（火）支部ニュース1月号発行，「日本の科学者」2月号発行 

1月17日（金）京大に求める会 役員会 

1月21日（火）1月読書会 

1月21日（火）第9回支部幹事会 

1月25日（土）自然科学懇談会 

1月31日（金）原発事故による甲状腺被ばくの真相を明らかにする会 委員会 

2月6日（木）入試問題シンポ実行委員会 

2月7日（金）第9回ワーキング会議 

2月8日（土）京大に求める会連続企画第3回シンポジウム 

2月8日（土）JSA気候目標中期計画研究委員会 

2月9日（日）近畿JJSサポーター会議 

2月12日（水）支部ニュース2月号発行，「日本の科学者」3月号発行 

（文責：宗川吉汪） 


